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地球環境ユニット 金星姫、工藤拓毅 
 
セクトラル・アプローチに関連する多くの提案や研究論文では、共通の定義があるので

はなく、提案者自らの考え方に合わせて定義や範囲、意義などを規定している。そのため、

セクトラル・アプローチの検討を行う際には、どういった目的での提案なのかを明確にす

るとともに、その内容に対する理解と共有化を図ることが必要となる。本稿はこのような

現状を踏まえ、地球温暖化対策の将来枠組み検討に際して、関係者が「セクトラル・アプ

ローチ」の共通理解を得る必要性に鑑み、近年提案されているセクトラル・アプローチに

関する研究論文の整理・分析を行うとともに、具体的実施例として APP の活動と期待され

る役割について分析した。 
本稿ではセクトラル・アプローチ関連提案を、その目的と仕組みの違いから 3 つのタイ

プに分類している。第 1 は、途上国など現在京都議定書に参加していない国の参加を促す

ことを目的とし、国のコミットメントのタイプ、目標に柔軟性を持たせている「実効性重

視セクトラル・アプローチ」。第 2 は、国別削減目標を決める際に、各セクター別事情を勘

案するボトムアップアプローチを活用し、国別削減目標での公平性実現を図る「公平性重

視セクトラル・アプローチ」。そして第 3 は、途上国の国際的枠組み参加と国内対策の促進

を促し、技術移転や普及を促進するインセンティブとして提案されている「セクトラル・

クレジット」である。 
セクトラル・アプローチによる国際交渉の帰結は、法的拘束性の強弱や部門別目標、も

しくは国別目標など様々な形態が想定され、必ずしも京都議定書の代替アプローチではな

い。すなわち、より公平で広範な参加に基づく実効性の高い枠組みの構築を目指すという

理念・目標は京都議定書と同様であり、京都議定書の対極にある方法論ではない。なお、

事例として取り上げている APP は、プロジェクトの実施とその効果を目指すという観点か

ら目的重視型のセクトラル・アプローチであり、将来枠組みの検討において唯一具体化が

行われているものである。参加国の経済・温室効果ガス排出量の規模からその成果が期待

される一方で、今後はその実効性を高める取り組みとして「実効性重視」、「公平性重視」「セ

クトラル・クレジット」といったアプローチの活用を試み、その成果を国際交渉に向け発

信するという試みも意義があると思われる。 
 

お問合せ：report@tky.ieej.or.jp 
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セクトラル・アプローチ♦ 

－その概念と適用－ 

金 星姫*  工藤 拓毅** 

はじめに 

近年、地球温暖化対策の国際的な将来枠組みに関する議論において、セクトラル・アプローチ（Sectoral 
approaches）という言葉、もしくはその考え方に基づく評価が多く示される様になっている。例えば、IPCCの

第4次評価報告書の第3章においては、部門別における緩和政策の可能性について詳細に示され、その有効性に

関する分析・評価が記述されている。2007年12月インドネシアのバリで開催された国連気候変動枠組条約の締

結国会議（COP13）において合意されたバリ行動計画では、条約AWG（Ad Hoc Working Group on Long-Term 
Cooperative Action under the Convention, AWG-LCA）1において技術移転の主眼から「Cooperative sectoral 
approaches and sector-specific actions」に関して検討を行うことが組み込まれている2。また、日本では早くか

ら地球温暖化対策におけるセクトラル・アプローチの有効性に関して検討を行ってきており、アジア・太平洋パ

ートナーシップ（APP）の実施、もしくはUNFCCCのAWG-LCAやAWG-KPに向けてセクトラル・アプロー

チによる将来枠組み検討について提起を行っている。 
この様に、一般的に認識されつつあるセクトラル・アプローチであるが、その解釈については必ずしも統一さ

れていないのが実情である。関係する研究者や機関、国等が、それぞれの定義・考え方を基に「セクター」とい

う材料を活用した枠組みのデザインを提起しており、時として同じ「セクトラル・アプローチ」に分類される提

案と言われても、その内容が異なる状況が起こっている。 
そこで本稿では、今後の地球温暖化対策の将来枠組み検討に際して、関係者が「セクトラル・アプローチ」の

共通理解を得る必要性に鑑みて、近年提案されているセクトラル・アプローチに関する研究論文の整理・分析を

行うとともに、具体的実施例としてAPPの活動について概説することにする。 
 

1． セクトラル・アプローチ検討の背景 

 
セクトラル・アプローチは、現状の京都議定書がその実効性の点で課題を抱えているとの認識から、その枠組

みに対する補完、修正、または代替の可能性を検討する目的として提案されてきた。特に京都議定書の課題とさ

れているのは、途上国に対して排出削減行動を促す要素に乏しいこと、そして世界の5分の1の温室効果ガス排

出量を占める米国が離脱しているという点である。気候変動枠組条約における究極目標の達成に向けては、今後

その排出量が急速に拡大する途上国での取り組みの促進、ならびに米国をはじめとする主要排出国の有意な枠組

みへの参加が不可欠であり、その参加を実現するための手段としてセクトラル・アプローチが提起されてきてい

る。 

                                                           
♦ 本稿は平成19年度 経済産業省委託研究「地球温暖化防止のための政策の効果に関する調査」（委託先；東京大学先端科学技術

センター、再委託先；（財）日本エネルギー経済研究所）の一部を転載の許可を得て、一部加筆修正の上掲載したものである。

関係者の皆様のご理解・ご協力に謝意を表す。 
* （財）日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット 地球温暖化政策グループ 研究員 
** （財）日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット ユニット総括 
1 米国、途上国などが参加し将来枠組について議論するためにCOP13（バリ会議）で新たに設置された特別作業部会。通常2005

年に設置された京都議定書の下で先進国の次の数値目標を議論するための作業部会を議定書AWG、この新しい作業部会を条約

AWGと称す。 
2 UNFCCC, Decision -/CP.13 “Bali Action Plan”, para. 1(b)(ⅳ) 
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図 1-1 は、京都議定書型の枠組みとセクトラル・アプローチによる枠組みの考え方を対比させたものである。

京都議定書が国別排出割当を法的拘束性に基づき実施しているのに対して、セクトラル・アプローチでは、実行

可能な国・部門が、実情に合わせて目標の設定と枠組みの拘束性を規定するというものである。一般に、両アプ

ローチは対立する概念として論評される場合が多いが、枠組みの形態によっては補完的に両立する可能性がある

ものであり、先進国・途上国の実情に合わせた柔軟な活用が考えられる。 
以下では、各研究機関等による提案されているセクトラル・アプローチの内容について、整理・分析を行って

いく。 
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図1-1 京都議定書型枠組みとセクトラル・アプローチの考え
Ａ国

Ｂ国

Ｃ国

ｂ部門

ｂ部門
ａ部門

ａ部門

ａ部門

二国間条約・合意、等

二国間合意、等

多国間プログラ
ム、等

クターレベルでの行動に関するコ
ットメント

約、Agreement、規格統一、政策・
術移転等、多様な形態

Ｃ国

量目標
性

書型】

将来枠組み構築におけるセクトラル・アプローチの役割とその帰結」、第4回地球環境シンポジウム
）資料、2008年1月28日 

アプローチ提案の分類 

チに関連する多くの提案や研究論文を精査すると、そこでは共通の決まった定義がある

の考え方に合わせて、セクトラル・アプローチの定義や範囲、意義などを規定している

一言セクトラル・アプローチと言っても、その導入目的や内容そして具体的仕組みは一

る上では、まずはどういった目的での提案なのかを明確にするとともに、その内容に対

要となる。 
・アプローチ関連提案を、その目的と仕組みの違いから3つのタイプに分類する（図2-1
ど現在京都議定書に参加していない国の参加を促すことを目的とするもので、絶対排出

とは異なり、国のコミットメントのタイプ、目標に柔軟性を持たせているタイプである。

在京都議定書に参加していない国の参加を促し、気候変動国際枠組の実効性を上げるこ

ル・アプローチを、ここでは「実効性重視セクトラル・アプローチ」と規定する。いわ
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ゆるNo Lose Target方式3や、技術移転における協力4などがこれにあたる。 
第2は、国別削減目標を決める際

にトップダウンで決めるのではなく、

各セクター別事情を勘案するといっ

たアプローチで、ボトムアップアプ

ローチとトップダウンアプローチを

調和させるものである。これは、国

別削減目標を設定する際の公平な負

担分担を決めるためのセクトラル・

アプローチであり、その例としてト

リプティークアプローチ（Triptych 
Approach）5、多部門収斂アプロー

チ（the multi-sector convergence 
approach）などがあげられる。この

タイプのアプローチを「公平性重視

セクトラル・アプローチ」とする。 

セクトラルア

類 

そして第 3 のタイプとして、「セクトラルクレジ

の促進を促し、技術移転や普及を促進するインセ

CDM6やセクトラルクレジット7が提案されている。

するものではなく、途上国参加を促したり、先進国

いるのが特徴である。 
 

2-1 実効性重視セクトラル・アプローチ 

実効性重視セクトラル・アプローチは、現在京都

国などが 2012 年以降の国際枠組に参加できるよう

メントの主体や拘束力、目標のタイプなどによって

アプローチの特徴

は、コミットメン

ト内容の実施によ

る効果と、コミッ

トメントの実現可

能性のバランスを

重視している点で

ある。つまり、法

的拘束力のある絶

対排出量目標は環

境面での効果を担

保するが、逆に途

上国等による受け

入れが困難となっ

図2-2 実
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3 Schmidt et al. (2006) 
4 Coninck et al. (2007)  
5 Groenenberg et al. (2001)  
6 Baron and Ellis (2006) 
7 Samaniego and Figueres (2002)  
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て、枠組みとしての実効性が低下する。そこで、京都議定書型の枠組みに比べ環境面での効果実現に不確実性が

あるものの、途上国をはじめとする幅広い参加による実現可能性を優先して枠組を構築することが重要であると

いった考えが、実効性重視セクトラル・アプローチの基本的な視点であり、近年の関連する提案は、具体的制度

デザインや実施･運用の際の検討課題について検討しているものも多い。 
実効性重視セクトラル・アプローチの提案を、コミットメントの主体、拘束力、目標のタイプによって分類し

たものが図 2-2 である。ここでコミットメントの主体とは、国際枠組の中で誰が実行し、コミットメントの実現

を担保するのかというもので、国内部門（セクター）に対して国が約束する場合と国際的な業界団体が主体とな

る場合がある。前者は国別セクター目標、後者は国際セクター目標と呼ばれる。 
コミットメントのタイプには、その拘束力によって自主宣言、国際合意、国際条約などがあり、その順に従っ

て法的拘束力は強くなる。自主宣言は一方的に努力目標を宣言するものであり、具体例としては国連への気候変

動国内対策としての登録または報告などがある。自主宣言の段階では、政策の運用形態、内容、時期などで各国

の裁量が認められるもので、あくまでも自主宣言であり、必ずしもその効果を定量化する必要はない。現在各国

の国内気候変動対策はNational Communicationによって国連事務局に報告されているが、途上国からの報告実

績が乏しい現状を踏まえると、自主宣言を通して途上国の対策実態が把握できるとのメリットがあると考えられ

ている（Lewis and Diringer, 2007）。 
国際合意では自主的取り組みが充分であると他の締約国（例えば国連気候変動枠組条約締約国など）によって

受け入れられることが要求される。ここでは、単なる宣言ではなく、意味のある義務となることが求められるの

で、場合よっては期待される削減効果などを定量化することが必要となる8。なお、国際条約を結ぶためには、各

国がコミットメントするための手続き規則やクライテリアを設けることが必要となる。例えば、Lewis and 
Diringer (2007)は、2012 年以降の国際枠組では、途上国が自主宣言から国際条約に段階的に移行する案を提示

している。 
実効性重視セクトラル・アプローチで提案されている目標のタイプには排出量の絶対値、原単位、SD-PAM

（Sustainable Development Policy and Measure）、技術や基準などがあり、この中から一つまたは複数を自由

に選択できるとされる。さらに、目標のレビューをどうするかによって固定（Fixed）目標と動的（Dynamic）
目標がある。一度決まると次ぎの交渉まで変わらないのが固定目標であり、GDP など経済発展段階に応じて自

動的に目標水準を引き上げるスタイルが動的目標である。 
Siikavirta（2006）はそれまでの様々なセクトラル・アプローチ関連の各提案をまとめた研究において、提案

されている目標の形態やメカニズムにより①数値目標設定のためのアプローチ、②セクトラルクレジットメカニ

ズム、③技術中心アプローチ、④持続可能な発展アプローチに分け、さらに①数値目標設定のためのアプローチ

を国別目標、国別セクター目標、国際セクター目標の三つに分けている。図 2-2 における目標のタイプ中、絶対

排出量や原単位がSiikavirta（2006）の数値目標設定のためのアプローチにあたる。政策や取り組みそのものを

目標とするSDPAMは④持続可能な発展アプローチに該当し、技術や基準の導入を目標とするのが技術中心アプ

ローチに当てはまる。 
 

2-2 公平性重視セクトラル・アプローチ 

公平性重視のセクトラル・アプローチは、温室効果ガスの排出削減に関し、各国の負担割合をどのように決め

るかに焦点をあてたものである。人口、経済成長、生活水準、経済構造、電源構成といった国による状況の違い

を踏まえたセクトラル・アプローチの一つであるトリプティークアプローチは、1997 年に EU における負担割

合を決める交渉で使われた。トリプティークアプローチでは、排出源をエネルギー集約産業（energy-intensive 
industry）、発電部門（power producing sector）民生その他（domestic sector）の3つのセクターに区分するア

プローチである。国による状況の違いを考慮し、それぞれのセクターの排出枠を計算するため、各セクターでそ

れぞれ異なった基準が使われている。そして、セクター毎の目標、コミットメントを決める目的ではなく9、あく

                                                           
8 Lewis and Diringer(2007)は政策効果の定量化に対して、評価のための専門家パネル、または独立機関の設置を提案している。た

だし、これらの機関は示された排出量予測を認証するための機関であり、政策の是非を判断するところではないとされる。 
9 これはそれぞれの国が最もコスト効果の高い排出削減策を進めることを阻害することになる 
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までも国全体の排出枠を計算するツールとしてトリプティークアプローチを採用している（Groenenberg et al., 
2002）。 
一方、トリプティークアプローチはもともと、比較的経済的に似通ったEU諸国の排出割合を決めるために開

発されたため、グローバルに適用する場合は国の状況が異なるため調整が必要である。このため別のセクトラル・

アプローチである多部門収斂アプローチが提案された。多部門収斂アプローチは①GHG 排出の収斂年と収斂レ

ベル、②一人当たりの排出が少ない国は通常経済レベルも低く、それらの国々が経済的な発展を遂げる権利、③

国別の経済構造の違いを考慮した、排出割当や削減スピードの調整、④特別に寒い地域や暑い地域、空間的に広

い国土など地位的要素、⑤経済移行に伴う排出といった事項を考慮した柔軟性などを必要としている（Jansen et 
al., 2001）。 
多部門収斂アプローチの主な特徴は、排出基準が国内経済におけるセクターごとの違いにもとづいている点で

ある。これは究極的には一人当たりの排出が全ての国で同じレベルに収束していくことを目指しており、特別な

事情により、他の恵まれた状況にある国より多くの排出割当が必要な国に対して、追加的な排出割当をする措置

があること、また、CO2以外のGHGも含まれていること（トリプティークアプローチはCO2のみが対象となっ

ていた）、発展途上国に対しては一定の閾値を設け、そのレベルまでは排出にキャップをせず経済成長できるよう

配慮してあることなどが特徴的である（Jansen et al., 2001）。 
 

2-3 セクトラルクレジット10 

今日まで、CDM（Clean Development Mechanism）を通して、地球温暖化対策における多くの民間投資が行

われてきた。現在までに国連事務局から発行されたCER（CDMクレジット）は約1億2,768万トン（二酸化炭

素換算）であり、2012年までには約11億7千万トンのクレジット11が発行されると予想されている。 
セクトラルクレジットの考え方は、京都議定書の柔軟性メカニズムの促進と拡大を目的としており、現時点に

おけるプロジェクトベースのアプローチであるCDMの課題解決に向けた対策として議論されてきた12。 
セクトラルクレジットはその目的によって2つのタイプが提案されている。一つは従来のプロジェクトベース

のCDMを拡大し、政策実施をCDMとして認めるプログラムCDMやセクター全体を対象にするセクターCDM、

そして、一定の地域全体の取り組みをCDM化することを提案するいわゆるセクトラルCDMである。もう一つ

のタイプは、途上国における気候変動対策やその取り組み（政策の実施や基準の導入など）をクレジット化し、

取引を認めることで途上国が 2013 年以降の国際枠組において何らかの義務を負うインセンティブを提供するこ

とを意図するものである。このアプローチはCDMとは別途のクレジットメカニズムの創設を提案しており、セ

クトラルCDMとは異なる。 
どちらのセクトラルクレジットにおいても、政策効果またはセクター全体の取り組みを定量化することが必要

となるため、各提案では定量化の方法論に焦点が置かれている。定量化の技術的課題としては、二重計算（ダブ

ルカウント）の問題とカバレッジの問題が挙げられる。二重計算の問題とは、例えば、個別プロジェクトのCDM
とセクターCDM が共存する制度において、重複してクレジットが発行される場合を指す。カバレッジの問題と

は、あるセクターの対策や取り組みが当該セクターの排出量を削減しクレジット化されたが、別の要因（他の政

策など）で排出量が増える場合を意味し、これらの問題を避けるためには、セクター全体が対象となる様にその

範囲を明確にすることが求められる。 
Lewis and Diringer(2007)は、政策や取り組みのクレジットは他国のコミットメントへの過剰な補助金となる

                                                           
10 ここでは、セクトラルクレジットに関するWorld Research Institute（WRI）のSamaniego and Figueres(2002)、OECDのBosi 

and Ellis (2005)、Philibert (2005)、Baron and Ellis (2006)、そしてCCAP及びPew CenterのLewis and Diringer（2007）
について検討している。 

11  1クレジットは1トンCO2に相当、国連CDM事務局による現在登録申請中のCDMプロジェクトの予想排出削減量を含めた数

値（2008年3月13日現在）。http://cdm.unfccc.int/index.html 
12  現状のCDMに関しては気候変動政策導入の逆インセンティブの問題がある。これは政策を導入することで、CDMプロジェク

トがBAU（Business as Usual）として扱われることを懸念し、途上国政府が本来導入すべき政策を導入しないインセンティブ

となるといった懸念である。ただし、これに関しては、CDM理事会がこれらの政策－例えば、省エネや再生エネルギーに対す

る補助金政策など－が2001年11月以降に導入された場合はBAUとしてみなさないことを決定している。 
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可能性があり、制限のないクレジットは適正な排出目標の設定への移行を妨げるインセンティブとなりうるとし

て、クレジットの売買可能量を制限することを提案している。 
Samaniego and Figueres(2002)は、途上国が新たな数値目標を負うような枠組ではなく、既存のCDMを更に

発展させることで途上国参加を促す体系について検討している。同提案は、現在の CDM をセクトラル CDM
（Sector-Based Clean Development Mechanism, SCDM）に拡大するものであり、その形態には、プロジェク

トベースCDMから政策ベースにするCDM（Policy based CDM）と、個別プロジェクトを集合させた形のCDM
がある13。セクトラル CDM の実施には目標を設定する必要はなく、ベースラインからの削減量がクレジットと

なるのが特徴である14。 
既存のCDMをセクトラルCDMに拡大することの利点としては、第1にセクター全体の気候変動対策導入の

インセンティブとなることがある。そして第2に、南北問題の観点から、次期気候変動枠組交渉において先進国

のさらなる削減が決まれば、CDM クレジットに対する需要が増加し、途上国は CDM を通した排出量削減で気

候変動問題に貢献できるとしている。そして第3の利点としては、セクトラルCDMはセクターのデータ収集を

促すので途上国のコミットメントのためのキャパシティ・ビルディングに繋がること、更にはCDMの取引費用

が節約されることや CDM 収益の 2％が適応基金に拠出されていることによる適応措置への貢献、そして京都議

定書と両立できることが挙げられている。しかし、セクトラルCDMの実現にはまだ技術的課題が多く残ってお

り、セクターのベースラインの設定、各プロジェクトをモニタするための排出インベントリ、排出量予測が可能

なキャパシティの構築などが必要である（Samaniego and Figueres(2002)）。 
 

3． セクトラル・アプローチの今後の将来枠組みにおける役割と帰結 

ここまで述べてきたように、現在議論されているセクトラル・アプローチは、その目的に応じて様々なものが

混在しており、その内容に応じて3つのタイプに分類してきた。ここでは、今後の国際交渉の流れに留意しなが

ら、セクトラル・アプローチの役割とその帰結について考察することにする。 
セクトラル・アプローチは、今後の国際交渉を念頭に置いた場合、3 つの役割が期待されると考えられる。1

つ目は、ツールとしての有効性である。将来的な各国における地球温暖化対策のあり方を考える上で、各国にお

ける実情と温室効果ガス排出量のポテンシャルを評価することが重要であり、既に議定書AWG（AWG-KP)のプ

ロセスにおいてもこうした評価が行われている。こうした分析の結果やその集積が、前述した実効性を重視した

目標の設定（コミットメント）の合意形成において大きな役割を果たすことになる。また、セクター毎の評価に

より構築された比較可能な評価指標によって、国別・部門別の公平な目標のあり方について検討・合意できるの

であり、こうした観点における評価ツールとしての役割が重要となる。 
第2の役割は、目標設定の方法という視点である。国別目標を指向している京都議定書の課題解決のため、セ

クター毎の様々な目標について検討し、途上国をはじめとする広範な国が参加可能な目標設定のあり方を検討す

ることで、より柔軟に実現可能性を高めるコミットメントを引き出すことが期待される。 
第3の役割は、アプリケーションとしての活用である。京都議定書における京都メカニズムのように、目標達

成や枠組みへの参加に向けた各国に対する対応オプションとしてセクトラルCDMなどのクレジット創出メカニ

ズムが検討されているが、こうした取り組みは、各国における枠組み合意に向けた対策オプションとして位置づ

けられ、より合意形成を行い易くする潤滑油的な役割が期待される。 
この様な、セクトラル・アプローチによる役割を理解・共有化を国際交渉の過程で進めていった場合の帰結は、

法的拘束性の強弱や部門別目標、もしくは国別目標など様々な形態が想定され、必ずしも京都議定書の代替アプ

ローチではないことに留意する必要がある。すなわち、より公平で広範な参加に基づく実効性の高い枠組みの構

築を目指すという理念・目標は京都議定書におけるそれと何ら変わらないのであって、京都議定書の対極にある

方法論ではないということである。 
                                                           
13 セクトラルCDMにはセクター別（電力、運輸、森林など）に行うものや一定地域のプロジェクトをバンドリングするもの、また

はこの混合型（特定地域の運輸と照明など）がある。 
14 CDMを個別プロジェクトの限定した背景には途上国がセクトラルベースラインが削減目標になることを懸念していた側面があ

る。 
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 図3-1 セクトラル・アプローチの国際交渉で期待される役割 

途上国にとってのメリット明確化

エネルギー政策強化と国際協力

国連でのコミットメント

合意可能な目標設定方法の検討
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国別目標

ツールとしての
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目標設定

アプリケーション

セクトラル・アプローチによる評価
国別・部門別のエネルギー・G H G 排出実態把握

省エネ・G H G 削減等のポテンシャル
目標に関する公平性評価

セクトラル・クレジット

 

4． セクトラル・アプローチ提案の実際 

 前述した通り、セクトラル・アプローチは多様な形態や帰結が想定されるアプローチであり、各種組織や研

究機関等による提案も、そうした多様性に留意した内容となっている。そこで以下では、そうした複合的な各種

機関等により実際に提案されている内容を精査し、セクトラル・アプローチの実際について概括することにする。 
 

4-1 OECD/IEA 

OECDは多くのセクトラル・アプローチに関する研究論文を発表しているが、以下では2005年から3年間で

発表された7件の研究論文（2005年3件、2006年2件、2007年2件）について概説する15。本稿においてカバ

ーした研究論文の内、3 件がセクトラルクレジットに関連するものであり16、実効性重視セクトラル・アプロー

チを含む将来枠組におけるセクトラル・アプローチに関するものが 2 件17、国際的セクトラル協定に関するもの

が1件18、そしてSDPAMに関連するのが1件19となっている。 
 

                                                           
15 OECDの1件、IEA(International Energy Agency)／OECDの6件 
16 Bosi and Ellis (2005)、Philibert (2005)、Baron and Ellis (2006) 
17 Baron (2006)、Baron et al (2007) 
18 Watson et al. (2005) 
19 Ellis et al. (2007) 
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4-1-1 セクトラルクレジット 

OECDにおけるセクトラルクレジットアプローチの一つに、Annex I Expert Group20によるプロジェクトにお

いて検討されたものがある21。 
Bosi and Ellis (2005)は政策ベースクレジット（Policy based crediting）、固定セクター排出量制限（Fixed 

sectoral emission limits）、原単位ベースクレジット（Rate based crediting）など3つのタイプのクレジットメ

カニズムについて検討した。政策ベースクレジットは特定セクターに対して、気候変動対策を導入・実施するこ

とでクレジットが発生するものであり、固定セクター排出量制限とはセクターや企業があらかじめ決められた上

限より削減した場合にクレジットが発生するものである。原単位ベースクレジットは、一定の原単位水準以下の

排出量となった場合クレジットが発生する仕組である。 
Bosi and Ellis (2005)は以上の3つの仕組みに対して、ベースラインを定義するために必要なこと、クレジッ

ト創出のメカニズム、運用と管理組織の必要条項などについて評価を行った。これらのセクトラルクレジットメ

カニズムを構築する枠組としては国際セクトラルメカニズム（Trans-national sectoral mechanism、特定セクタ

ーの世界中の企業が参加する）と国別セクトラルメカニズム（National sectoral mechanism、国家が国内のセ

クターを対象とする）の二つのアプローチを提示している。なお、それぞれのメカニズムの構造に対して環境効

果、必要データとデータの利用可能性、制度設計と実施の費用及び競争力の観点から比較を行っている。 
Baron and Ellis (2006)は、政策や原単位、総量目標など 3 つのタイプのセクトラルクレジットメカニズム

（Sectoral Crediting Mechanisms, SCMs）の運営上の課題について分析しており、Sectoral Crediting とは

CDM のカバー範囲をセクターに広げることと定義した。彼らはベースライン排出水準を設定し、ベースライン

の排出と実際の排出の差が国際的手続きによりクレジット化される制度の創出を提案しており、国または担当当

局が発行されたクレジットを個々の排出源に配分するとしている。 
Philibert (2005)は、温室効果ガスの削減のための様々な目標のタイプと国内排出権取引制度、および国際排出

権取引制度との両立可能性について検討している。目標のタイプとしては動的（Dynamic）目標、プライスキャ

ップ付の法的拘束力のある目標、法的拘束力のない努力目標、セクトラル目標（セクトラルクレジット）、行動目

標など様々な形態の目標について検討した。そして、モデルや最初の前提条件などによるものの動的（Dynamic）
目標、プライスキャップ付の法的拘束力のある目標、法的拘束力のない努力目標、セクトラル目標（セクトラル

クレジット）、行動目標は国内または国際取引制度との両立が可能であるとしている。そして、以上の目標は将来

気候変動枠組において国別事情を考慮できる柔軟な体制になる可能性があると提案した。 
 

4-1-2 将来枠組を前提としたセクトラル・アプローチ 

Baron(2006)は、気候変動枠組みにセクトラル・アプローチを統合する際のスコープについて整理し、セクト

ラル・アプローチを①Global Action：産業による自主宣言、②グローバル協定（Global Agreement）：産業部門

と UNFCCC 締約国との協定、③セクター政策：セクターに対する一連の国別政策、④セクトラルクレジット

（Sectoral Crediting Mechanism）：セクターにおけるクレジット化、の 4 つのタイプに分類した。ここで、

Global Actionとは産業主導のプレッジアンドレビュー（Pledge and Review）メカニズムのことで、セクター（企

業）が目標（絶対排出量、原単位、目標に向けた努力）を採択し、一方的に宣言することである。Baron(2006)
によると、該当業種の生産／産出のバウンダリが明確であることが成果の信頼を高め、その成果を地域やグロー

バルの場で報告する際にはモニタリングや排出量認証などが必要となる。グローバル協定は一定の目標を達成す

るための産業界の努力を国際的に承認することであり、セクター政策とは競争の側面を考慮したセクターと国と

の協定のことであり、その例には欧州委員会による自動車協定がある。 
セクトラルクレジットはセクター全体のベースラインを設定するといったものであり、前述した Baron and 

Ellis (2006)と類似した仕組である。さらに、本提案では、以上のタイプが現在の気候変動枠組体制に統合される

                                                           
20  Annex I Expert Group は OECD/IEA によって設けられた専門家グループで、Annex I各国の環境省、エネルギー省、外務省

の政府役人によって構成されている。OECDとIEAの事務官がAnnex I国のUNFCCC交渉及び国内気候変動対策の開発をサ

ポートするための分析作業を行うこととなっている。 
21  本節で検討している3件の研究論文、Bosi and Ellis (2005) 、Philibert (2005)、Baron and Ellis (2006) 
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場合に、国別コミットメント、京都議定書のメカニズム、国内政策へ及ぼす影響について検討した。同研究は様々

な選択肢を提案するものであって、各制度の実現可能性やその環境効果比較などについては検討していない。 
Baron et al.(2007)は、Baron(2006)と同様に、セクトラル・アプローチの様々な選択肢について検討しており、

セクトラル・アプローチの手法として産業ベンチマーク、セクトラルクレジット、ベースラインの設定の3つに

ついて検討している。そして、UNFCCC 体制下におけるセクトラル・アプローチの今後の可能性として、プレ

ッジアンドレビューや技術協定、そして完全にセクターをベースに積み上げる国別コミットメントを挙げている

（Baron et al., 2007, pp46-47）。 同研究はさらに鉄、セメント、アルミセクターのケーススタディを行ってお

り、それぞれの排出削減ポテンシャルを評価している。 
 

4-1-3 国際セクトラル協定 

国際セクトラル協定（Transnational Sectoral Agreement）とは特定セクターに対する排出削減目標を国際的

に交渉し、決められた目標をグローバルベースで適用するものである。この構想はWatson et al（2005）にて紹

介されており、このような仕組は特に国際的セクターに適しており、産業競争問題の解決策として考えられてい

る22。これは2005年6月世界銀行で開かれたRound Table on Sustainable Development会合のために準備され

た報告書である。同報告書はセクトラル協定の目標、仕組、法的拘束力などには様々なタイプがあり、セクター

の事情がそれぞれ異なるため画一的な制度デザインは不可能と断った上で、技術移転と普及を促進するための手

法の一つとして原単位目標協定と R&D 協定を取り上げている。そして、アルミ、セメント、鉄鋼、石炭火力発

電、自動車セクターにこのようなセクトラル協定を導入する際の諸問題について検討した。 
例えば、アルミ部門においては原単位目標による協定よりは R&D 協定が適切であると提案した。その理由と

しては、１）アルミ産業の温室効果ガス排出量の5割は電力使用によるものなので、国の電源構成を変えるコス

トは高いこと、２）すでに新規投資において最も効率的技術が用いられていること、３）プラント間のエネルギ

ー効率にあまり格差がないことなどをあげている。そして、今後はより革新的技術の開発、商用化が必要とされ

ていることから、R&D協定の方が適切であると提案したのである（Watson et al., 2005, pp.13-14）。 
なお、同報告書は①生産量と貿易量、②GHG排出量（総排出量に占めるシェア）、③排出原単位（電力使用量、

プロセス排出量）、④排出削減ポテンシャル（既存技術の普及、中期利用可能技術、長期利用可能技術）などのセ

クター別特性の分析から、セクトラル協定の適用可能性について検討している。 
 

4-1-4 SD-PAM 

Ellis et al.（2007）はSD-PAM（sustainable development policies and measures）が2013年以降の気候変

動体制にどう組み込まれるかについて検討している。同研究はSDPAMを国全体の数値目標に取って代わる手法

として提案しており、ただし、その対象を非附属書Ⅰ国、つまり途上国のみに限定している。SD-PAMに注目す

る理由としては 1）各国が単独または両国、多国間のレベルで気候変動政策を進める、2）途上国を正式に 2013
年以降の気候変動体制に巻き込める、3）GHG 削減目標を持たない国の国内政策が公認される、4）このような

政策実行に対する資金調達を容易にするなどを挙げ、SD-PAMが数値目標を持つ国と持たない国間との足がかり

となると考えた。 
SD-PAMのタイプについては、取引可能で、先進国のオフセットとして利用可能とするクレジット付、クレジ

ット以外のインセンティブ付、SD-PAMに関する情報を登録のみするタイプの3つに分けた。そして、SD-PAM
の実施においてクレジットは重要なインセンティブであるが、これは他国による需要が必要であり、結局先進国

における厳しい削減目標が前提になっていることから、拒否している国がいることを指摘している。SD-PAMを

将来枠組の中に組み込むためには、SD-PAMが国際的に認定されるための行動の定義、クレジット化などを含む、

SD-PAMの評価（提出、承認、登録、モニタリング、認証など）システムの構築が必要となる。同研究はこれら

の制度構築に有効な事例はすでにあるとし、その一つとして、世界銀行による融資決定プロセスを挙げている。 

                                                           
22 2005年6月世界銀行で開かれたRound Table on Sustainable Development会合のために準備された報告書。 
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4-2 CCAP 

Schmidt (2006)はCenter for Clean Air Policy (CCAP)主催の「Dialogue on Future International Actions to 
Address Climate Change 」での議論を元に、2013年以降の気候変動国際枠組にセクトラル・アプローチを適

用することを提案した23。 他のセクトラル・アプローチの多くが途上国を対象とする特定セクターの排出削減

手段として提案されていたのに対して、Schmidt(2006)は、途上国はセクター（産業部門）の原単位の「No Lose 
Target」を自主的に宣言し、先進国はセクター別のベンチマークを適用した国別絶対量目標を負うセクターベー

スのアプローチを提案して

いる。 

Schmidt (2006)の提案は、

まず、主要途上国は自主的

にセクターの「No Lose」
排出量原単位目標（例：

GHG／鉄鋼 1 トン生産）

を宣言する。ここで、セク

ターとしては電力、セメン

ト、鉄鋼、石油精製、製紙、

金属などが挙げられる。各

セクターの排出量上位 10
カ国（途上国）を含めるこ

とで、当該セクター排出量

の8～9割がカバーできる。

この自主宣言（Voluntary 
Pledge）目標以上の削減は

クレジット化し、先進国へ

の売却を可能とする。ただ

し、目標が達成されない場

合の罰則はないのが特徴で

あり、罰則がないことから

「No Lose Target」と呼ばれる。より厳しい目標を設定するためのインセンティブとして、先進国や国際金融機

関などは「技術・金融・補助パッケージ（Technology Finance and Assistance Package)」を提供する方法があ

る。 

図4-1「No Lose Target」設定ステップ 

・生産当たりエネルギー消費量といったエネルギーベンチマークをIEA、LBNL、Tsinghua
Univのような国際的機関が評価
・エネルギーミックス、
・適正なベンチマークの数（5個以下）、
・商用可能な技術（例：2年の投資回収期間、5ドル以下など）→実例）IISIのEco-TechとAll-
Tech
・新規と既存施設の差別化
・定期的ベンチマークの更新（7年以内）

・エネルギー効率ベンチマークを自国の施設に適用し、GHG原単位を決める
・新規／既存施設に対するGHG原単位目標を宣言

・国際社会がベンチマークと途上国の目標の水準をレビュー

・途上国から出された初期宣言と先進国の提案を基にNo Lose Targetを決定
・セクタの目標が単一目標の場合はクレジット化が可能
・目標は国の事情によって異なる

（ステップ１）専門家がエネルギー原単位ベンチマークを定義

（ステップ2）途上国（non AnnexⅠ）は支援のない場合の達成可能なCO2原単位を宣言

（ステップ3）先進国（AnnexⅠ)と途上国が目標と技術的、財政的支援について交渉

（ステップ４）No Lose Targetの設定

考
慮
要
素

（出所） Schmidt (2006)を元に作成 

途上国のNo Lose目標は先進国と個別途上国との交渉によって設定し、そのためにまず、主要産業プロセスの

エネルギー効率ベンチマークを専門家24が評価する。次に途上国各国は自国での目標水準におけるこのベンチマ

ークの適用可能性について検討する。一方、先進国の目標設定の際には産業部門の削減目標を決めるためにベン

チマーキングが行われるが、これがセクター評価に基づく経済全体の絶対量目標となる点で異なる。そして、途

上国の交通、民生、商業などの他のセクターはセクターCDMなどに参加可能としている。  
Schmidt(2006)の研究はその提案が非常に具体的であり、途上国が自主的原単位目標宣言を通して、GHG削減

に貢献する国際枠組を作り、国際独立機関が技術的支援を、先進国が金銭的支援を実施する仕組となっている（図

4-1）。 

                                                           
23  CCAP主催の気候変動将来枠組のプロジェクトである「Dialogue on Future International Actions to Address Global Climate 

Change(FAD)」では、先進国と途上国の高位の気候変動交渉担当者を招いて年2回の会合を開いた。その議論の結果を反映し

たのが同研究である。 
24  IEA、LNBL、Tsinghua Universityなどを挙げている 
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4-3 Pew Center 

気候変動の国際枠組を議論するためにPew Centerは、非公式会合「Climate Dialogue at Pocantico」25を2004
年から 2005 年までに開催し、ここでの議論を踏まえ、セクトラル・アプローチに関連する 2 つの研究論文を発

表した。その一つのBodansky (2007)はセクトラル・アプローチの定義及び様々なタイプなどについて整理し、

その中でも特定セクターの排出量削減行動を国が約束する「国際セクトラル協定」について検討している。もう

一つの論文Lewis and Diringer (2007)は2013年以降の気候変動国際枠組における一つの要素として政策ベース

のコミットメントについて考察し、可能性や重要課題について検討したものである。 
 

4-3-1 国際セクトラル協定 

Bodansky (2007)は、特定セクターの排出量削減行動を国が約束するといった国際セクトラル協定を次期枠組

の体制として提案しており、これには①セクターがそれぞれ合意する、②一連のセクターが同時にまたは連続的

に交渉を行う、③他のタイプの約束を含む総合的フレームワークの中で合意する 3 つの形態がある。Bodansky 
(2007)は、経済全体アプローチ26はもっとも費用の安いセクターで削減する柔軟性を与え、非規制セクターへの

リーケージを防げる利点があるものの、しかし、環境や経済の側面からみると、すべての主要排出国が参加し、

すべての排出源や吸収源を含む統合的アプローチが望ましいので、参加が容易であり、交渉が簡単な27国際セク

トラル協定が有効であると主張した。 
そして、同研究は以上のような国際セクトラル協定に適しているセクターの選定のための評価クライテリアに

ついて検討している。これには、排出量のシェア、排出量増加率、削減ポテンシャル、副次便益などの環境面の

要素、費用（Adjustment Costs）、キャピタルロックイン（長期的影響）、国際競争力といった経済面、そして産

業の集中度、ネットワーク効果、産業界の受容性、製品の同一性、モニタリング・監督の容易性など、交渉可能

性や参加可能性といった実効性の側面などがある。 
前述のWatson et al.（2005）（4-1-3節）は約束の主体が国だけではなく、国際業種団体なども主体となりう

るのに対して、Bodansky (2007)の提案は基本的には国が約束の主体となっている。 
 

4-3-2 政策ベースのセクトラル・アプローチ 

Lewis and Diringer (2007)は、政策ベースのコミットメント（Policy Based Commitments） が気候変動枠組

に組み込まれる可能性やそのための重要課題について検討した。Lewis and Diringer (2007)が提案する将来枠組

におけるPAM（Policy and Measure、政策及び措置）は基本的に途上国のためのものであり、これが約束の唯

一もしくは主たる形態というよりは複数の約束タイプの一つであり、枠組全体とリンクするものであると限定し

た。 
このPAM 提案は、最初は自主的取り組み（Voluntary Action）から始まり、次は将来枠組のパッケージの一

つとして新しいコミットメントを行い、その次の段階では定期的にコミットメントを行うといった、コミットメ

ントが段階的発展する仕組となっている。自主的段階の PAM において、政策行動の形、内容、時期などには各

国の裁量が認められる。これらは単に宣言したり、枠組条約のコミットメントの遵守行動リストに登録したりす

ることが出来るとされるが、あくまでも、自主宣言であり、定量化は必要ない。これを行うメリットは途上国の

行動が把握できる点である。一方、将来枠組パッケージの一つとしてのコミットメントの段階では、自主的取り

組みにおける政策が充分であると他のパーティが受け入れることが要求される。つまり、単なる宣言ではなく、

                                                           
25  15カ国からの政府、ビジネス界、市民による非公式会合で2004年7月から2005年9月まで4回のセッションを開催。オース

トラリア、ブラジル、イギリス、カナダ、中国、ドイツ、インド、日本、メキシコ、米国などから参加。参加企業にはアルコア、

BP、デュポン、Exelon、Eskom(アフリカで最も大きい電気事業)、リオティント、およびトヨタを含んでいた。 
26  セクトラルアプローチが特定セクターをターゲットにするアプローチであるのに対して、対象を国に広げるとの意味で経済全体

（economy wide）といった表現が使われている。 
27  協定に参加するプレイヤーが少ないので比較的に交渉が簡単であると考えられている。 

 －11－ 



IEEJ：2008 年 6 月掲載 

意味のある義務となることが求められる。また、期待される削減効果などを定量化することが必要となる。この

定量化のためには、政策効果を評価することが必要となるので、Lewis and Diringer(2007)は政策効果評価の専

門家パネル、または独立機関の設置を提案している。ただし、これらの機関は示された排出量予測を認証するた

めの機関であり、政策の是非を判断するところではない。 
そして、以上のような仕組が完全に枠組条約に組み込まれる、定期的にコミットメントを更新していくために

はそのための手続き規則やクライテリアが必要となることを指摘した。 
なお、途上国参加を促し、支援する方法には①政策の開発、評価、実施のためのキャパシティ・ビルディング、

②技術アクセスの促進、③資金調達のための市場機会の提供などがあるとし、クレジット化について検討してい

る。しかし、PAMによるクレジットは他の国のコミットメントへの過剰な補助金となる可能性があるとともに、

制限のないクレジットは適正な排出目標の設定への移行を妨げるインセンティブとなりうると指摘し、クレジッ

トの売買可能量を制限する案を出している。例えば、申請クレジットに対して割り引いた量を発行する割引クレ

ジットや当初の予測を超えた削減に対してのみクレジットを発行する方法（約束の超過達成のインセンティブと

なる）、そして一定の条件を充たした国に対してのみクレジットメカニズムにアクセスできるようにするといった

方法などを例示した。 
 

4-4 その他の提案 

ここでは、国際交渉にセクトラル・アプローチを用いる際の法的諸問題について検討した Kulovesi and 
Keinanen（2006）と技術国際協定の地球温暖化対策としての潜在性を探るConinck et al (2007)、そして、セク

トラル・アプローチを包括的に検討したWRIのBradley et al.(2007)について検討する。 
 

4-4-1 セクトラル・アプローチの法的諸問題 

法的諸問題について検討したKulovesi and Keinanen（2006）は、セクトラル・アプローチを約束主体が国で

はなくセクターである場合（手続き的セクターモデル、Procedural Sectoral Models、と称している）と特定産

業にグローバルベンチマークを設定する場合（実質的セクターモデル、Substantive Sectoral Models、と称して

いる）の二つに分類した28。手続き的セクターモデルには合意が国家間で行われる場合と非国家主体で産業セク

ターの代表によって、または国家と産業セクター間で合意が行われる場合の二つのサブカテゴリがある。この手

続き的セクターモデルにおいては気候変動対策の主

体を国家から非国家主体にシフトすることとなるの

で、この場合は国際法上どのようなインプリケーシ

ョンが可能なのか重要となる。合意が国家間で行わ

れる場合は現在のUNFCCCの枠組でも可能である

が（ただし、京都議定書の修正が必要となる）、非国

家主体で産業セクターの代表によって、または国家

と産業セクター間で合意が行われる場合、グローバ

ルレベルでは現在このような実施例がないので、新

しい国際法的枠組の制定が必要となる。ただし、地

域レベルでは欧州加盟国、欧州委員会そして産業部

門との自主協定の事例（欧州自動車協定29）がある。

 

表4-1 技術協定の形態 

タイプ 概要 事例

①知識の共有
会合、計画、
情報交換

Carbon Sequestration Leadership
Forum、調査アゼンダ及び基準の調
整、調和

②RD&D
共同RD&D、基
金の設置

ITER fusion project、国内RD&D政
策の相互合意など

③技術移転
技 術 、 プ ロ
ジェクトへの
資金提供

GEF、先進国から途上国へのフロ、
国際ライセンス、特許の保護の促
進など

④技術採用の強制
化、基準、インセン
ティブ

特定技術や技
術グループの
採用を促進

RPS、自動車燃費、家電の効率基
準、再生エネルギー補助金 

                                                           

（出所） Coninck et al (2007)から作成 

28 Kati Kulovesi、Katja Keinanen （2006）Long-Term Climate Policy：International Legal Aspects of a Sector-Based Approach  
29 欧州委員会と欧州自動車協会（ACEA）、日本自動車協会（JAMA）、韓国自動車協会（KAMA）が1998年に新車の平均CO2排

出量を2008年までに（韓国は2009年まで）140g-CO2／kmに削減することを約束した自主協定。2004年に目標の達成が困

難であることが明らかになり、現在は規制導入が議論されている。 
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4-4-2 技術関連国際協定 

Coninck et al (2007)は技術協定

（Technology Oriented Agreements, 
TOA） を調査、開発、技術の実証な

どの促進を目的とする国際合意と定義

しており、これは排出量目標や排出原

単位目標とは異なり、技術の開発や特

定技術の強制化に関するものである。

その形態を表4-1に整理した。 

表4-2 技術協定の定性的評価 

Coninck et al (2007)は排出量管理

政策とともに情報の共有、RD&D、技

術移転を目的とする技術協定は重要な

役割を果たすが、一方で RD&D はそ

れだけでは削減のインセンティブは乏

しく、技術導入を強制化する場合は、

自動車や建物、家電など、排出権取引

などの政策の実施が難しい部門が適切であると提案している30 

知識の共有 RD&D 技術移転 強制化

環境効果
単独での効果
は不確実、補
完的役割

単独での効果
は不確実、補
完的役割

単独での効果
は不確実、補
完的役割

削減の可能性あり、

技術効果

費用効果 非常に高い 高い 高い
高い
（制度デザインによる）

参加と遵守へ
のインセン

ティブ

低い（インセ
ンティブの提
供が必要）

低い（１．他の政策より
遵守費用が安い２．国際
競争上の公平性３．副次
便益が見込まれる場合が
ある）

実質の技術発展の評価は難しい。それぞれの目的がどのくらい達成でき
たかを評価すべき

低費用、制限のある場合は高
い（知的財産権の問題）

既存の国家機関の活用が可能
実施可能性
(行政）

（出所） Coninck et al (2007)から作成 

なお、技術協定による環境効果、技術効果、経済効率性・費用効果、参加と遵守へのインセンティブ、行政的

実行可能性について定性的に検討している。その検討結果を表4-2にまとめた。 
 

4-4-3 国際セクトラル協力 

WRIのBradley et al.(2007)

10

4-3 GHG
世界 占める

は、セクトラル・アプローチの

潜在性とその限界について包括

的な検討を行い、さらに各セク

ター別の評価を行っている。な

お、特定産業セクターだけでは

なく、電力、運輸（自動車と航

空を分離）、産業（化学、セメン

ト、鉄鋼、アルミ）、建物、農業、

森林の のセクターについて

幅広く検討しているのが特徴的

である。そのセクター別検討結

果を表 に表した。 排

出量とは 排出量に シ

ェアであり、国際競争への露出

は貿易規模、国際投資、多国籍

企業の活動などが指標となる。

集中度とは排出源の数のことで

あり、集中度が高い（排出源数

が少ない）程セクトラル・アプ

ローチが適しているとみなされる。製品・プロセスの同一性は製品、工程、最終製品の数で評価し、政府の役割

は規制や補助金の存在で評価される（産業保護政策などはセクトラル・アプローチの障壁となる）。排出量測定は

                                                           

表4-3 セクトラル・アプローチの適用可能性（セクター別） 

セクター GHG排出量
国際競争
の露出

集中度
製品・プ
ロセスの
同一性

政府の役
割

排出量の
測定

排出量の
帰属

熱・電力 24.60% － ＋ －

運輸 13.50%

自動車製造業 9.90% ＋ ＋ ＋ ＋

航空 1.60% ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

産業 21.10%

化学 4.80% ＋ － － ＋

セメント 3.80% ＋ ＋

鉄鋼 3.20% ＋ ＋ ＋ ＋

アルミ 0.80% ＋ ＋ ＋ ＋

建物 15.40% － － ＋

農業 14.90% － － － ＋

廃棄物 3.60% － ＋ － ＋

土地利用・森
林

18.20% － － ＋

（注） セクターの排出量合計が世界排出量の100%ではない。 
  「＋」は国際セクトラル協力に適していることを、「－」は障壁があること

を意味する 
（出所） Bradley(2007), p3 
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30 政治、行政的実行可能性からは電力部門を挙げている。（RPS、CCS導入協定など） 
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測定の正確性であり、排出量の帰属ではエネルギー集約的原材料の国際貿易、生産の拡散などが指標となり、排

出量の帰属が不透明な場合はセクトラル・アプローチの障壁となる。 
 

5  セクトラル・アプローチの実際例（APP31） 

開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ」（APP）は、2005年7月に米国の主導によっ

て

す

る

5-  APPの運営  

体の運営決定を行う閣僚会合の下に政策実施委員会（PIC）を設置し、具体的な活動を行う分野とし

て

．

5-1 APPの概要 

「クリーン

立ち上げられた地域協力のパートナーシップである。当初の参加国は日本、米国、豪州、韓国、中国、インド

の6ヵ国であり、2007年10月に開催された第2回の閣僚会合においてカナダの参加が正式に決定された。 
APPは、アジア太平洋地域において、増大するエネルギー需要やエネルギー安全保障、気候変動問題へ対処

ことを目的として設立された。具体的には、クリーンで効率的な技術の開発・普及・移転のための地域協力を

推進するというものであり、エネルギー技術に特に焦点を当てて、具体的な導入促進を目指した協力を推進する

というものである。また気候変動への対応に関しては、京都議定書を補完する取組みとして位置づけられている。 
 

2

APPは全

8部門を特定するとともに、分野毎のタスクフォースを設置し、官民のメンバーによる具体的な行動計画の策

定と実施を行うという組織形態となっている（図5-1）。特に、参加する7ヵ国による経済規模、エネルギー消費

規模、そして温室効果ガス排出量のいずれもが世界全体の過半以上を占めることによる大きな効果への期待、そ

して官民と研究者が一体となって取り組む事による実効性への期待、そしてUNFCCCに比べ少ない参加国によ

る検討を通してより早い・実務的な作業の進展が期待されることが特徴である。 
 

図5-1 APPの運営組織と活動 

                                                           

≪議長国≫
＜副議長国＞

よりクリーンな
化石エネルギー
≪豪州≫
＜中国＞

再生可能エネル

ギー・分散型電源

≪韓国≫
＜豪州＞

発電・送電
≪アメリカ≫
＜中国＞

建物・
電気機器
≪韓国≫

＜アメリカ＞

鉄鋼
≪日本≫
＜インド＞

アルミニウム
≪豪州≫

＜アメリカ＞

セメント
≪日本≫

石炭鉱業
≪アメリカ≫
＜インド＞

運営支援G
≪アメリカ≫

政策実施委員会 (PIC)
≪アメリカ≫

【アクションプラン】

プロジェクト

・・・・

・・

・・・・
　・
　・
　・

プロジェクト

・・・・

・・

・・・・
　・
　・
　・

プロジェクト

・・・・

・・

・・・・
　・
　・
　・

プロジェクト

・・・・

・・

・・・・
　・
　・
　・

プロジェクト

・・・・

・・

・・・・
　　・
　　・
　　・

プロジェクト

・・・・

・・

・・・・
　　・
　　・
　　・

プロジェクト

・・・・

・・

・・・・
　　・
　　・
　　・

プロジェクト

・・・・

・・

・・・・
　　・
　　・
　　・

アクションプランに含まれる各タスクフォースのプロジェクトの内、ＣＯ２排出量の削減などＡＰＰ
の活動をより前進させるものを重点的に「フラッグシッププロジェクト」として第２回閣僚会合で
報告。

閣僚会合

31 Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate（クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ） 
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5-3 APPにおけるセクター別の行動目標と現状（フラグシップ・プロジェクト） 

 APP では、8 つの分野に対する行動目標が策定され、その行動目標を具体化する作業が行われてきている。

2007 年の第 2 回閣僚会議において、各分野における行動目標を具体化するフラグシップ・事業が報告され、そ

の具体的な運営が行われている。 以下に、分野毎の行動目標とフラグシップ・プロジェクトの概要について記

す。 
（１）よりクリーンな化石エネルギータスクフォース 
 よりクリーンな化石エネルギータスクフォースは、パートナー6 カ国の経済にとって、石炭、石油、ガスが

これからも引き続き重要な燃料であることを認識している。アジア太平洋地域においてエネルギー需要が増加す

るという予測を踏まえ、本タスクフォースは化石燃料の利用効率を高め、環境効率を向上させていくことに努め

ていく。本タスクフォースでは、温室効果ガスの排出や、大気汚染、もしくはその他の環境に影響を与える物質

の排出を大きく削減する上で鍵となる先進的な石炭/ガス技術を特定し、それらには複合ガス化サイクル発電

（IGCC）、石炭からの水素製造、超臨界微粉炭といった技術が含まれている。二酸化炭素（CO2）の回収・貯留

もまた化石燃料の使用にともなう温室効果ガス排出の削減に役立つであろう。本タスクフォースでは、ベストプ

ラクティスを共有し、これらの技術を普及する際の市場障壁を取り除き、よりクリーンな化石燃料の利用と効率

性を高める活動を行う。 
 
【フラグシップ・プロジェクト】 

① Callide-Aプラントにおけるオキシ燃焼の実証プログラム（CFE-06-05） 

② 石炭火力発電所のための燃焼後回収（PCC）評価（CFE-06-06） 

 
（２）再生可能エネルギーと分散型電源タスクフォース 
エネルギーへのアクセス、エネルギー安全保障、貧困緩和、温室効果ガス排出削減、化石燃料価格上昇による

経済的・社会的影響の緩和といった目標を実現するにあたり、全6ヶ国のパートナー国にとって、再生可能エネ

ルギーと分散型電源技術はきわめて重要なものである。再生可能エネルギーと分散型電源タスクフォースは水力、

太陽光、地熱、風力といった実質的に温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギー技術の普及に取り組む。本

タスクフォースは、排出を抑制し、エネルギー貧困地域の対処とともに費用効果の向上を可能ならしめるモデル

として分散型電源を普及促進し、近代的エネルギーサービスへのアクセスを向上させる。これらの目標を推進す

るため、本タスクフォースは、中央制御型/分散型を問わずコスト競争力のある技術に着目しつつ、技術移転や再

生可能/分散型電源技術普及に伴う資金的障壁を特定することに注力する。 
 
【フラグシップ・プロジェクト】 
① 超高効率集光型太陽光発電システム建設（RDG 06-01） 
② マイクログリッド・スマートエネルギーソリューションの予備調査及び開発 
 
（３）発電及び送電タスクフォース 
 パートナーシップ加盟6ヶ国は全世界の49%の電力を発電している。そのためこれらの国における発電と送

電の効率を高めることは、潜在的に何百万トンのCO2や汚染物質の排出削減をすることになる。中国とインドの

両国が地方における近代エネルギーサービスのアクセス向上を掲げ、全てのパートナー諸国において必要な発電

容量の増大していることを考えると、この発電に占めるシェアというのはしばらく増え続けることが見込まれる。

電力需要は増大しているが、パートナー諸国における温室効果ガスや汚染物質の排出軽減余力は多大にある。例

えば、近年、インドの発電所において低コストで簡単なアップグレードによって1.5%の発電効率性向上が可能で

あった。本タスクフォースは、計画的な行動を通じて、全てのパートナー諸国においてそのような効率性向上に

取り組んでいく。 
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【フラグシップ・プロジェクト】 
 発電のベストプラクティス、ピアレビュー、ワークショップ及び運転変更又は新しい設備の導入によって

ベ を削減する後続のプロジェクトを含む“一連の活動” 

ートナーシップ加盟国は、現在、全世界粗鋼生産量において57％以上のシェアを占めている。インドや中国

を ると見込まれている。本タスクフォースのパートナーシップ諸国は、世界の鉄鋼

分

 クリーン技術の最新技術（SOACT）のハンドブック（STF-06-05） 
方法及びパフォーマンス指標の策定方法の確立(STF-06-02 及び03) 

発（STF-06-04及び06） 

ートナーシップ参加国は、世界のアルミニウム生産量の 37% を生産している。アルミニウム産業は最も急

速 、特に途上国における成長が著しい。このパートナーシップにより、ペ

ル

 PFC排出量の管理（ATF-06-02） 
ATF-06-03） 

 

セメントは社会資本に欠かせない資材であり、世界的に経済発展の土台として大きな役割を果たして来た。セ

メ 集約的で燃料や原材料として多量の天然資源を必要とする。結果的に、セメ

ン

減

 Centre of Excellenceの設置（CMT-06-05） 
ギーバイオマス燃料（CMT-07-08） 

炭は世界で最も豊富かつ広く存在している化石燃料である。石炭の埋蔵は広く分布しているが、世界の可採

①

ストプラクティスを実施して排出量

 
（４）鉄鋼タスクフォース 
パ

中心に、生産量はさらに伸び

野におけるエネルギー消費と排出量を削減する技術を明確にするため協力して取り組んでいく。 
 
【フラグシップ・プロジェクト】 
①

② 共通の削減ポテンシャルの推計

③ 専門家による診断に基づいた適格技術の導入のためのメカニズムの開

 
（５）アルミニウムタスクフォース 
パ

に成長しているセクターの一つであり

フルオロカーボン（以下「PFC」とする）の世界的な排出削減という目標に向かって邁進するとともに、アル

ミ生産工程で生じる廃棄副生物/排出物の管理に取り組むことができる。パートナー諸国は、ベストプラクティス

の活用を促進するとともに、より多くの技術支援を行い、最適な技術の普及を妨げる要因を特定する。パートナ

ー6 ヶ国のアルミニウム協会は 2006 年 5 月に覚書を交わしており、その中にはアルミニウム製造プロセスにお

ける温室効果ガスのパフォーマンス向上に取り組むことや既存の協力的な措置を強化することが含まれている。

その覚書に合意したことは、本タスクフォースのなお一層の目標に向けた資金調達において、パートナー諸国の

関連諸機関は協力して取り組んでいくことを強く示唆している。 
 
【フラグシップ・プロジェクト】 
①

② ボーキサイト残渣(赤泥)管理（

（６）セメントタスクフォース 

ントの生産プロセスはエネルギー

ト産業からの CO2排出量は約 22 億トンにのぼり、これは人類に起因する全 CO2排出量の約 5％に相当する。

セメント生産コストのうち最大 40％までがエネルギーである。それゆえエネルギーの効率性を改善することは、

燃料燃焼時に発生する多くの大気汚染物質を劇的に減らすとともに、潜在的に大きなコスト低減にもつながる。 
パートナーシップ加盟国のセメント生産量は、全世界生産量の約61%を占めている。それゆえ本タスクフォー

スは、クリーンエネルギー技術の情報を共有し、それら技術の普及を協力してさらに進めることで、CO2排出を

らしエネルギーを節約するという長期的な目的を達成する大きな潜在力をもっている。 
 
【フラグシップ・プロジェクト】 
①

② セメント生産のための高エネル

③ 省エネ診断（CMT-07-10） 
 
（７）石炭鉱業タスクフォース 
石
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埋蔵量の 58%以上がパートナーシップに加盟している 4 ヶ国：米国（27%）、中国（13%）、インド（10%）、豪

州

 石炭加工技術の情報共有（CLM-0601） 
CLM-06-09） 

M-06-11） 

物と電気機器をあわせると一次エネルギーの 20-40%をパートナー諸国で消費している。電気機器、オフィ

ス 用による電力需要に対応するため本タスクフォースは、とりわけ民

生

 試験方法の整合（BATF-06-01） 
験方法の整合 

6-07） 
シップ（市長研修センター、オリンピック村ゼロ・エネル

実証オフィスビルにおける持続可能なデザイン・技術研究拠

 

5-4 期待される効果 

地球温暖化対策としてセクトラル・アプローチを活用した、現時点で最も規模の大きな取り組みであ

る。すなわち、第 節で述べたセクトラル・アプローチの分類に従えば、目的重視型の取り組みで

あ

行われてきており、今後はその効果が問われる段階となってくる。そこで、以下では今後の当該パート

ナ

PPの特徴は、7ヵ国という少数国の参加ながら、経済・エネルギー・温室効果ガス排出量規模における世界

的 果の大きさに期待がかかる。これまでの作業では、各セク

タ

該パートナーシップの運営上の特徴として、関係国の政府、企業、そして研究者による幅広い参加形態があ

る プにおける問題意識の共有化と、エネルギー・環境投資に

関

（8.7%）に偏在している。国際エネルギー機関によれば2030年までに石炭発電は世界の電力需要の33%をま

かない、現在の3倍以上になると予想されている。石炭鉱業タスクフォースでは石炭の採鉱と選鉱における効率

を高め、石炭の環境への影響を減らし、石炭採掘の安全記録向上に取り組む。選炭、炭層メタン回収、採鉱にお

ける健康と安全の向上といったことも含まれる。 
 
【フラグシップ・プロジェクト】 
①

② 炭鉱における健康と安全戦略（

③ 坑内メタンガスの回収及び利用増大（CL
 
（８）建物及び電気機器タスクフォース 
建

、家庭用電化製品、照明、建物の意匠や運

用と商業用のエネルギー効率向上を目指す。 
 
【フラグシップ・プロジェクト】 
①

② 電球型蛍光ランプ（CFL）の試

③ ビル及び開発の高効率化（BATF-0
④ 中国におけるグリーンビルディング・フラッグ

ギー消費ビル、アジェンダ 21 省エネルギー

点（COE）） 

APPに今後

APPは、

ると考えられ 2
る。 
本事業は、その取り組みが始まって2年を経過し、参加国間における目的の共有化と具体的なプロジェクト検

討作業が

ーシップに期待される成果について考えることにする。 
 
（１）具体的事業（参加国）拡大と効果の顕在化 
A
シェアの大きさであり、そこでの取り組みによる効

ーにおける現状の把握を行うと共に、特に中国やインドにおけるポテンシャルの認識が高まりつつある。今後

は、そうしたポテンシャルをいかに実現するか、量的な効果の顕在化が当該パートナーシップの存続の鍵となる。 
また、ここでの実績の積み上げによって、未参加の先進国・途上国による新たな参加を促し、フォーラムとし

ての参加国のカバレッジを高めることで、国連における取り組みへの補完性をさらに高めることが期待される。 

 

（２）民間の投資環境改善による自立的事業展開 
当

。特に、事業者の参加に関しては、パートナーシッ

する中国・インド等でのバリアを解消し、民間による投資行動が自立的に展開することが期待されている。法

的拘束性ではなく、事業環境の改善・整備というインセンティブを構築することで、有効な技術の移転を持続的
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に行うことが出来るようになる。知的財産の保護、ホスト国における税制などの関連施策の改善を政府間協議で

実現し、事業者判断による投資拡大に繋がっていくことが将来的に求められる。 
 
（３）途上国における認識の高まり 
APPにおける実績（成功事例）の蓄積は、パートナーシップ内外における途上国に対する取り組みに影響を与

え 通じ、エネルギー・環境面での問題解決パスが共有化されることは、国

連

PPは、プロジェクトの実施とその効果を目指すという観点から、前述した定義に従えば「目的重視型セクト

ラ において唯一具体化がおこなわれているものである。参加国の経

済

するセクトラル・クレジットと組み合わせたプログラムを

検

おわりに 

ここまで、将来枠組みの検討において近年議論となっているセクトラル・アプローチの定義と適応について、

関係各機関に 案を勘案しながら分析を行ってきた。 

を規定している。そのため、セクトラル・アプロー

チ

起していくというアプローチも重要である。今後、長期的な観点で将来

に

port@tky.ieej.or.jp

る。すなわち、先進国との協力関係を

における途上国のコミットのあり方に対しても、その合意形成に向けて貢献することが期待される。APPとし

ては、そういった観点での途上国におけるメリットを実績に基づいて明示していき、国際的な協力関係構築に向

けた意識向上に働きかけていくことが求められよう。 
 
（４）国際交渉に向けた積極的な働きかけ 
A
ル・アプローチ」であり、将来枠組みの検討

・温室効果ガス排出量の規模からその成果が期待される一方で、今後はその実効性を高める取り組みとして「実

効性重視」、「公平性重視」「セクトラル・クレジット」といったアプローチの活用を試み、その成果を国際交渉に

向け発信するという試みも意義があると思われる。 
例えば、実効性重視の観点では、参加7ヶ国の各分野におけるエネルギー効率目標や政策導入目標を検討し各

国が状況に応じてプレッジするとともに、途上国に対

討する。もしくは、公平性重視のアプローチの観点から、各部門におけるエネルギー消費効率やCO2排出原単

位の実態について精査すると共に、トップランナーアプローチやMEPS（最低効率基準）の様な共通目標を設定

して、継続的にレビューを行いながら実効性を高めるような仕組みを検討し組み込んでいく、または自主的な国

別目標の設定を検討するといった目標を持つ具体的プログラムへ発展させていくというものである。仮に、7 ヶ

国間においてこうしたセクトラル・アプローチの具現化が進展すれば、国連での国際交渉における説得性が高ま

り、より公平で実効性の高い世界大での枠組み合意に対する示唆となることが期待される。 

 

よる提

繰り返しになるが、セクトラル・アプローチに関連する多くの提案や研究論文では、共通の定義があるのでは

なく、提案者自らの考え方に合わせて定義や範囲、意義など

の検討を行う際には、どういった目的での提案なのかを明確にするとともに、その内容に対する理解と共有化

を図りながら評価を行う必要がある。また、今後の国際交渉においては、そのアプローチの特性から目標設定手

法としての観点に加え、各国目標を公平に検討するためのツールとしての機能、そしてクレジットの創出や取引

を通した制度の要素（アプリケーション）としての機能も合わせて有するのであり、単純に京都議定書型アプロ

ーチの代替策として位置付けるのではなく、全てのタイプの合意形成に適用可能な考え方として、その目的に合

わせ活用していくべきものであろう。 
また、国際的な交渉における説得性という観点では、APPの様なチャネルを活用し、具体的な取り組みの検討

と実施、そしてそのレビューを通じ、提

向けた枠組みの検討を行うためには、具体的な積み上げによるプラクティカルなアプローチによって、より気

候変動枠組条約の究極目標実現に向けたパスを形成していくことも肝要であると思われる。 
 

お問い合わせ：re  
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